
 

 

戦略的省エネ促進事業費補助金交付要綱 

 

（通則） 

第１条 戦略的省エネ促進事業費補助金（以下｢補助金｣という。）の交付については、北海

道補助金等交付規則（昭和４７年北海道規則第３４号。以下｢規則｣という。）の規定によ

るほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（目的） 

第２条 この補助金は、民間活力の活用や道民の自主的な活動を支援することにより、省エ

ネ促進の加速化を図ることを目的として、予算の範囲内において補助する。 

 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業者は、次のいずれかに該当する者とする。 

（１）省エネ技術等導入可能性調査事業（節電を含む） 

道内に主たる事務所又は事業所を有する法人（営利を目的とせず、不特定かつ多数の

者の利益の増進に寄与することを目的として、継続的かつ自発的に行われる活動を行う

法人その他の団体を含む。）  

（２）省エネ技術等導入普及啓発事業（節電を含む） 

ア 道内に主たる事務所又は事業所を有する法人の業界団体 

イ 道内に主たる事務所又は事業所を有する法人（営利を目的とせず、不特定かつ多数

の者の利益の増進に寄与することを目的として、継続的かつ自発的に行われる活動を

行う法人その他の団体を含む。）の複数法人による共同体（以下「コンソーシアム」

という。） 

 

（補助対象事業） 

第４条 補助対象者が省エネ技術等の導入に取り組む事業で、次に掲げる事業とする。 

（１）省エネ技術等導入可能性調査事業（節電を含む）  

モデル性の高い省エネ技術等の導入可能性に関する調査事業 

（２）省エネ技術等導入普及啓発事業（節電を含む） 

  全道的な普及啓発の観点からの省エネ技術等の普及啓発事業 

 

（補助対象経費、補助率及び限度額） 

第５条 補助対象事業を行うために必要な経費であって、別表に定めるものについては補

助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）とする。また、補助率及び限

度額については、同表のとおりとする。 

 

（事業計画の提案） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者は、知事が指定する期日までに、事業の内容等を

記載した事業計画を提案し、知事の認定を受けるものとする。 



 

 

２ 事業計画の提案は、知事に対して事業計画書（別記第１号様式又は別記第２号様式）を

提出することにより行うものとする。 

 

（事業計画の審査） 

第７条 知事は、事業計画の認定を行うための審査機関として、戦略的省エネ促進事業計画 

認定審査委員会（以下「審査委員会」という。）を設置する。 

２ 審査委員会は、前条第１項の規定により提出された事業計画について次の観点から審

査し、認定が適当と認められる事業計画を選考する。 

（１）省エネ技術等導入可能性調査事業（節電を含む） 

 ア 道内事業者による省エネ技術等、効果的・効率的な活用であること 

イ 省エネ効果の高いものであること 

 ウ モデル性が高く、道内への波及効果が高いと見込まれること 

（２）省エネ技術等導入普及啓発事業（節電を含む） 

ア 道内における省エネ技術等を活用したものであること 

イ 全道規模で計画的に実施する事業であること 

 ウ 省エネ診断や導入相談などについて、人材派遣などにより対応が可能であること 

３ 審査委員会の組織及び運営については、別に定める。 

 

（事業計画の認定） 

第８条 知事は、審査委員会により選考された事業計画を認定するものとする。 

２ 知事は、前項の場合において必要があるときは、事業計画に修正を加えて認定を行うこ

とができる。 

３ 知事は事業計画を認定したときは、補助対象者に通知するものとする。 

 

（交付申請） 

第９条 事業計画の認定を受けた補助対象者は、知事に対し、別に指定する期日までに補

助金の交付申請を行わなければならない。 

２ 交付の申請に必要な書類は次のとおりとする。 

（１） 補助金等交付申請書（経済第１号様式（経済部が定める様式をいう。以下「経済第

○号様式」について同じ。）） 

（２） 事業計画書（経済第２号様式） 

（３） 補助金等交付申請額算出調書（経済第７号様式） 

（４） 経費の配分調書（経済第１０号様式） 

（５） 事業予算書（経済第１１号様式） 

（６） 資金収支計画書（経済第２３号様式） 

３ 補助金の交付申請時に係る消費税等仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び

地方消費税額のうち消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕入れに係る消費

税額として控除できる部分の金額と当該金額の６３分の１７に相当する額を合計した金 

額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）がある場合には、これを減額して申請 



 

 

するものとする。ただし、交付申請時において補助金に係る消費税等仕入控除税額が明ら

かでない場合については、この限りではない。 

 

（補助金の交付の決定） 

第１０条 知事は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該補助金交付

申請書等の審査等により、適正と認めるときは補助金の交付を決定し、前条第１項の規定

による申請を行った者に通知するものとする。 

 

（補助事業の中止等） 

第１１条 前条の規定による通知を受けた事業者（以下「補助事業者」という。）は、補助

対象事業を中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、経済第１４号様式の補助事業

等中止（廃止）承認申請書により知事の承認を受けなければならない。 

 

（事業遅延等の報告） 

第１２条 補助事業者は、補助対象事業を予定の期間内に完了することができないと見込ま

れるとき、又は補助事業の遂行が困難になったときは、経済第１５号様式の補助事業等執

行遅延（不能）報告書により速やかに知事に報告し、その指示を受けなければならない。 

 

（補助対象事業の経費の配分の変更） 

第１３条 補助事業者は、補助対象事業の経費の配分を変更しようとするときは、あらかじ

め、経済第１２号様式による補助事業等変更承認申請書により、知事の承認を受けなけれ

ばならない。ただし、当該変更が補助対象経費における２０パーセント未満の変更の場合

は、この限りでない。 

 

（補助対象事業の内容の変更） 

第１４条 補助事業者は、補助対象事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、経

済第１２号様式による補助事業等変更承認申請書により、知事の承認を受けなければなら

ない。ただし、当該変更が補助対象経費における２０パーセント未満の変更の場合は、こ

の限りでない。 

 

（財産の管理及び処分の制限） 

第１５条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取

得財産等」という。）については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって

管理し、かつ、補助金の交付の目的に従ってその効率的運営を図らなければならない。 

２ 取得財産等のうち、規則第２３条第４号及び第５号に規定する知事が定める財産（以下

「処分制限財産」という。）は、取得価格又は効用の増加価格が５０万円以上の財産とす

る。 

３ 補助事業者は、前項の処分制限財産について台帳を設け、保管状況を明らかにしなけれ 

ばならない。 



 

 

４ 補助事業者は、第２項の処分制限財産について、「補助事業等により取得し、又は効用

の増加した財産の処分制限期間」（昭和５３年８月５日付け通商産業省告示第３６０号） 

で定める耐用年数を経過することとなるまでの期間（以下「処分制限期間」という。）に

おいて、この補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供し

ようとする（以下「取得財産等の処分」という。）ときは、あらかじめ知事の承認を受け

なければならない。 

５ 知事は、前項の規定により、補助事業者が取得財産等の処分をすることにより収入があ

るときは、その収入の全部又は一部を道に納付させることができるものとする。 

 

（実績報告） 

第１６条 補助事業者は、補助対象事業が完了したとき（第１１条の規定による補助事業の

中止等の承認を受けたときを含む。）は、その日から３０日以内又は補助金の交付決定の

あった日の属する年度の３月１０日のいずれか早い日までに、経済第１９号様式の補助事

業等実績報告書を知事に提出しなければならない。 

２ 前項の実績報告に当たっては、次の書類を添付するものとする。 

（１）事業実績書（経済第２号様式） 

（２）経費の配分調書（経済第１０号様式） 

（３）補助金等精算書（経済第２０号様式） 

（４）事業精算書（経済第２２号様式） 

（５）第１５条第３項に規定する処分制限財産の台帳の写し 

（６）その他知事が別に指示する書類 

 

（消費税等） 

第１７条 補助事業者は、前条の実績報告を行うに当たって、当該補助金に係る消費税等仕

入控除税額があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを補助金から減額して報告

しなければならない。 

２ 補助事業者は、前条の実績報告後に消費税及び地方消費税の確定申告により当該補助金

に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、別記第３号様式によりその金額（実績

報告において、前項により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の

金額）を速やかに知事に報告するとともに、当該金額を返還しなければならない。 

 

（帳簿及び書類の備付け） 

第１８条 補助事業者は、当該補助対象事業に関する帳簿及び書類を備え、補助対象事業の

完了日の属する会計年度の翌年度から５年間保存しなければならない。ただし、補助対象

事業の中に第１５条第２項に規定する処分制限財産を有し、同条第４項の規定による処分

制限期間を経過しないものがある場合は、当該処分制限期間を経過することになるまでの

間、財産管理台帳、その他関係書類を整理、保管しなければならない。 

 

 



 

 

（補助金の額の確定及び通知） 

第１９条 知事は、第１６条の規定による補助事業等実績報告書を受けたときは、これを審

査し、その報告に係る補助対象事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付

した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知

するものとする。 

 

（補助金の交付） 

第２０条 補助金は、前条の規定により補助金の額を確定したのち、支払うものとする。 

 

（事業の実施状況の報告）  

第２１条 補助事業者は、補助事業の完了年度の翌年度以降５年間、毎会計年度終了後３０ 

日以内に、当該補助事業に係る過去 1 年間の事業の実施状況について、別記第３号様式に

より知事に報告しなければならない。 

２ 知事は、必要に応じて、補助事業者に対して、前項の報告に係る資料の提出を求め、現 

地調査をすることができる。  

３ 補助事業者は第１項の報告に係る証拠書類を、当該報告書の内容に係る会計年度終了後 

２年間保存しなければならない。 

 

（補助金の交付の条件） 

第２２条 知事が補助金の交付の決定をする場合は、「補助金等に係る標準様式の設定につ

いて（昭和４７年９月２０日付け局総第４５３号副出納長通達）」第１号様式に定める交

付の条件のほか、第１３条から第１５条まで、第１７条並びに第１８条の条件を付すもの

とする。 

 

（成果の発表等） 

第２３条 知事は、補助対象事業の名称、補助事業者名、所在市町村名、補助金額等を公表

するものとする。 

 

（その他） 

第２４条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項については別に定

める。 

 

附則    

この要綱は、平成２４年６月２０日から施行する。 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

 

 



 

 

別表 

補助対象事業 補助対象経費 補助率 限度額 

省エネ技術等

導入可能性調

査事業 

報償費、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、

委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、原材料費、

備品購入費、その他知事が特に必要と認めた経費 

１/２ 

以内 

３００万円 

省エネ技術等

導入普及啓発

事業 

報償費、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、

委託料、使用料及び賃借料、賃金、その他知事が特

に必要と認めた経費 

１/２ 

以内 

３００万円 

 


